
障害児等療育支援事業のご利用について 

堺市 子ども家庭課 

 

 

 

 

  

 

【事業内容】 

障害のある児童や発達に不安のある児童の地域における生活を支えるため 

訪問や外来による療育、相談支援や保育所等への技術指導を行います。 

① 自宅への訪問による相談、指導 

② 事業所への通所による相談、指導(個別又はグループ) 

③ 保育所や障害児通所支援事業所の職員への指導、助言 

 

【事業を利用できる方】 

① 市内在住の障害のある児童その他療育の必要な児童及びその保護者 

（ただし、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害福祉サービス等を利用している場合は対象外） 

② 施設支援指導事業の対象者は、障害児通所支援事業所、学校、保育所等の関係機関 

 

【利用希望する場合は】 

 下記の指定実施機関へ直接電話等で連絡してください。利用料は無料です。 

 

【指定実施機関（代表事業所）】                      （H26.4.1 現在） 

 

【本事業についての問い合わせ先】 

堺市 子ども青少年局 子育て支援部 子ども家庭課 障害児支援係 

☎ 228－7331  Fax 228－8341 

法人名 代表事業所名 事業所所在地 
電話番号 

ファックス番号 

他の 

事業実

施場所 

社会福祉法人 コスモス 
コスモス地域福祉活

動センターえると 
東区野尻町 8番地 4 

☎ 288-1050 

Fax 288-1717 

堺区 

北区 

社会福祉法人  

堺あすなろ会 
Linkにわしろ 南区庭代台 2丁 7-2 

☎  291-1600 

Fax 291-2600 
 

社会福祉法人  

大阪府肢体不自由者協会 

障がい児通所支援  

泉北ぴょんぴょん教室 

南区城山台 5丁 1-2  

ファインプラザ大阪内 

☎  294-8113 

Fax 294-8113 
 

社会福祉法人  

堺市社会福祉事業団 
堺市立第１つぼみ園 南区城山台 5丁 1-4 

（申込・問合せ）親と子の 

療育支援センターおおぞら  

☎  294-7943 

Fax 298-0216 

西区 

NPO法人 ぴーす 
ぴーすの支援プラン 

センター 

北区百舌鳥梅町 

3丁 39-32 

☎ 250-9063 

Fax 250-9061 
 

 

 

 


